
広報

No.989 2016年（平成28年）

7
1日号

【人口と世帯数】平成28年6月1日現在
（うち外国人住民）
●総人口91,028人（1,040人）
●　男　44,843人（305人）
●　女　46,185人（735人）
●世帯数39,545世帯
　　　　　※外国人住民の世帯を含む

【５月中の動き】※外国人住民を含む
●転入　241人　●転出　219人
●出生　 58人　●死亡　　　95人

◆国民健康保険税　納税通知書・決定通知書を送付します（Ｐ２）
◆介護保険料の納入通知書・決定通知書を７月中旬に送付します（Ｐ４）
◆熱中症を予防しましょう（P５）

今月の日曜開庁 7月24日㊐ 8時30分〜17時15分

市 民 課（2階）　☎（20）1502
市民税課（2階）　☎（20）1577
収 税 課（2階）　☎（20）1578

　 本納支所　　　　☎（34）2111
証明書等交付時間を延長 毎週水曜日 19時まで  市 民 課（2階）　☎（20）1502

※一部取り扱えない業務もありますので、くわしくはお問い合わせください

市の花
コスモス

市の木
つつじ

（S45.11.10指定）

（H9.10.20指定）

夏を彩る、鯛ちょうちん
　市内茂原の八坂神社で、地元の保存会による「鯛ちょうちん」作りが
行われました。これは、五穀豊穣などを願った茂原の郷土民芸品として
受け継がれており、７月２日、３日の夏祭りで約700個が配布されます。
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皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
保

険
税
は
、
保
険
医
療
機
関
な
ど
へ

の
医
療
費
の
支
払
い
に
使
わ
れ
る

国
保
運
営
の
た
め
の
重
要
な
財
源

で
す
。
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

の
で
、
必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
付

し
ま
し
ょ
う
。

◆
所
得
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

世
帯
内
の
被
保
険
者
全
員
と
世

帯
主
の
所
得
金
額
の
合
計
が
軽
減

基
準
額
以
下
の
場
合
、
均
等
割
額

お
よ
び
平
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま

す
が
、
世
帯
の
被
保
険
者
の
な
か

に
所
得
の
状
況
が
不
明
な
方
が
い

る
場
合
は
軽
減
の
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。
所
得
申
告
が
必
要
な
方

は
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

窓
口
で
納
付
さ
れ
る
方
、
口
座

振
替
に
よ
り
納
付
さ
れ
る
方
に

は
、
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

す
で
に
年
金
天
引
き
で
納
付
さ

れ
て
い
る
方
に
は
、
決
定
通
知
書

兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
。

◆
特
例
対
象
被
保
険
者
等
の
負
担

軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す

会
社
都
合
な
ど
、
特
定
の
理
由

で
離
職
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
、
左

表
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
、
保

険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
届
出
が

ま
だ
お
済
み
で
な
い
方
は
、
必
ず

国
民
健
康
保
険
税

　
納
税
通
知
書
・
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
27
年
３
月
31
日
か
ら
平
成

28
年
３
月
30
日
の
間
に
離
職

し
、
届
出
を
し
て
平
成
27
年
度

国
民
健
康
保
険
税
に
こ
の
軽
減

が
適
用
さ
れ
た
方
に
つ
い
て

は
、
平
成
28
年
度
分
は
改
め
て

届
出
を
し
な
く
て
も
自
動
的
に

軽
減
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

◆
課
税
限
度
額
の
引
上
げ

国
の
法
令
改
正
に
あ
わ
せ
、
課

税
限
度
額
が
左
表
の
と
お
り
引
き

上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

◆
軽
減
措
置
判
定
基
準
額
が
引
き

上
げ
ら
れ
ま
し
た

国
の
法
令
改
正
に
あ
わ
せ
、
平

等
割
お
よ
び
均
等
割
の
５
割
軽
減

お
よ
び
２
割
軽
減
の
軽
減
判
定
所

得
の
基
準
が
左
表
の
と
お
り
引
き

上
げ
ら
れ
、
軽
減
さ
れ
る
世
帯
の

範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

◆
納
付
す
る
時
の
注
意
点

納
付
書
は
納
期
別
に
１
枚
ず
つ

切
り
離
さ
れ
た
状
態
で
、
納
税
通
知

書
と
一
緒
に
封
入
し
送
付
し
ま
す
。

納
期
ご
と
に
納
付
す
る
場
合
、

順
番
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
全
期
一
括
納
付
用
の
納

付
書
は
廃
止
し
ま
し
た
。
ま
と
め

て
納
付
す
る
場
合
は
、
納
付
す
る

各
期
の
納
付
書
を
す
べ
て
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

納
付
場
所
や
注
意
事
項
等
の
詳

細
は
、
納
税
通
知
書
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

該当要件

①離職日が平成27年３月31日以後であること。
②離職日において、65歳未満であること。
③「特定受給資格者」および「特定理由離職者」（「雇用保険受給資格　　
　者証」の離職理由コードが次のいずれかの番号）であること。
　【11. 12 . 21 . 22 . 23 . 31 . 32 . 33 . 34】

算出方法 対象者の前年所得のうち、給与所得を30/100として算定。

届出に必
要なもの 雇用保険受給資格者証（原本）　

届出場所 国保年金課（２階 ②番窓口）および本納支所

平成27年度 平成28年度

基礎分
課税限度額 52万円 54万円

後期高齢者
支援金等分
課税限度額

17万円 19万円

介護納付金分
課税限度額 16万円 16万円

平成２７年度 平成２８年度

５割軽減 33万円＋26万円×（被保険者＋特定同一世帯所属者数）
33万円＋26.5万円×（被保険者
＋特定同一世帯所属者数）

２割軽減 33万円＋47万円×（被保険者＋特定同一世帯所属者数）
33万円＋48万円×（被保険者
＋特定同一世帯所属者数）

 

納税通知書 

納付書 
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書
面
の
持
参
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

Ｅ
メ
ー
ル

◆
閲
覧
場
所

　

生
活
課
、
同
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
、

市
役
所
１
階
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
、
本
納
支
所

提
出・お
問
い
合
わ
せ
は
、

〒
２
９
７—

８
５
１
１

茂
原
市
道
表
１
番
地

生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

Ｍseikatu@
city.m

obara.chiba.jp

総
合
市
民
セ
ン
タ
ー
で
は
、
10

月
１
日
㊏
よ
り
施
設
の
貸
出
を
再

開
し
ま
す
。

予
約
の
受
付
は
、
７
月
１
日
㊎

よ
り
旧
茂
原
市
立
図
書
館
（
八
千

代
２—

９
）
２
階
事
務
所
に
て
行

い
ま
す
。

※
受
付
時
間
は
、
平
日
８
時
30
分

～
17
時
。
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
の
予
約
不
可
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

総
合
市
民
セ
ン
タ
ー

☎　

９
５
１
１
、Ｆ　

７
４
４
４
へ
。

く
だ
さ
い
。

な
お
、
す
で
に
口
座
振
替
を
お

申
し
込
み
の
方
は
、
ご
指
定
の
口

座
、
納
付
方
法
に
よ
り
納
期
限
に

振
替
と
な
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

市
で
は
、
交
通
安
全
の
た
め
の
施

策
を
総
合
的
か
つ
継
続
的
に
推
進

す
る
た
め
、
計
画
（
平
成
28
年
度

～
平
成
32
年
度
）
を
策
定
中
で
す
。

策
定
に
あ
た
り
、「
茂
原
市
交

通
安
全
対
策
会
議
」
に
お
い
て
案

を
検
討
し
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に

広
く
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
意
見

を
い
た
だ
き
、
計
画
の
策
定
に
反

映
さ
せ
る
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

◆
募
集
期
間

　

７
月
１
日
㊎
～
８
月
１
日
㊊

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分
（
土

日
、
祝
日
を
除
く
）

◆
提
出
方
法

後期高齢者医療
平成28年度保険料額
を通知します

第
10
次

茂
原
市
交
通
安
全
計
画（
案
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
市
民
意
見
募
集
）
を
実
施

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
の
方
へ
、
保
険
料
額
の
決
定
通

知
書
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

◆
す
で
に
年
金
天
引
き
さ
れ
て
い

る
方
（
特
別
徴
収
）

決
定
通
知
に
よ
り
確
定
し
た
保

険
料
額
か
ら
、
仮
徴
収
額
と
し
て

（
４
月
、
６
月
、
８
月
の
年
金
か

ら
）
納
付
し
た
額
を
差
し
引
い
た

残
り
の
保
険
料
額
を
３
回
に
分
け

て
、
10
月
、
12
月
、
翌
年
２
月
の

年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。

な
お
、
す
で
に
納
付
し
た
額
が

確
定
し
た
保
険
料
額
を
超
過
し
て

い
る
場
合
、
超
過
分
は
別
途
通
知

の
う
え
還
付
し
ま
す
。

◆
そ
れ
以
外
の
方

保
険
料
額
の
決
定
通
知
書
と
納

入
通
知
書
（
納
付
書
）
を
７
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
。
金
融
機
関
な

ど
で
各
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て

（24）

（23）

総
合
市
民
セ
ン
タ
ー

　
　
施
設
貸
出
の

　
　
　
受
付
を
再
開

平成28年度
6月補正予算

※1万円単位で端数処理しています。
一般会計補正予算額　1億9,235万円
（補正後予算額298億2,635万円）

主な内容
歳　入

【分担金及び負担金】	
　（仮称）茂原長柄スマートＩＣ事業に伴う用地買収委託負担金� 3,467万円

【国庫支出金】	 地方創生推進交付金� 2,371万円
　	 地方創生加速化交付金� 7,068万円

【県支出金】	 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金� 474万円
	 地域介護・福祉空間整備推進交付金� 1,451万円

【繰越金】	 前年度繰越金� 3,844万円
歳　入
○分担金及び負担金� 3,777万円
○国庫支出金� 9,439万円
○県支出金� 1,925万円
○繰越金� 3,844万円
○諸収入� 250万円
歳　出
○総務費� 4,991万円
○民生費� 1,925万円
○土木費� 5,251万円
○教育費� 7,068万円

【諸収入】	 コミュニティ助成事業補助金� 250万円

歳　出
【総務費】
　情報化推進事業（安心安全地図情報共有システム委託料）� 4,741万円
　コミュニティ活動支援事業� 250万円

【民生費】
　介護基盤等整備促進事業（介護施設のスプリンクラーや介護ロボット等導入に対する補助金）� 1,925万円

【土木費】	 （仮称）茂原長柄スマートIC設置事業� 4,088万円
	 河川改修事業� 903万円

【教育費】	 子どもの読書活動推進事業� 7,068万円

お問い合わせは、財政課（４階）☎（20）1517、Ｆ（20）1603へ。
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介護保険料の納入通知書・決定通知書を
７月中旬に送付します

介護保険制度は、市町村が運営責任者（保険者）となって運営しています。
　40歳以上の皆さんが、保険加入者（被保険者）となって保険料を納め、介護が必要となったときには、
費用の一部（原則１割または２割）を支払ってサービスが利用できる制度です。
　市では介護保険制度を適正に運営するため、３年ごとに「どんなサービスがどれだけ利用されるか」、

「どんな施設がどれだけ必要か」などを推計した「介護保険事業計画」を策定しており、平成28年度は第
６期計画の２年目にあたります。
　平成27年度～29年度の３年間で必要と推計される給付等の見込額の22％を65歳以上の皆さんにご負担い
ただくため、下表のとおり、収入状況や世帯内の住民税課税状況に応じて保険料を９段階に設定しています。

所得段階別保険料（平成28年度分）
軽　減　さ　れ　る　方 基準額を

支払う方 割り増しの保険料を支払う方

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 第6段階 第7段階 第8段階 第9段階

生活保護の受
給者または老
齢福祉年金受
給者(市町村民
税世帯非課税)
もしくは世帯全
員が市町村民
税非課税で課
税年金収入額
と合計所得金
額との合計額
が80万円以下

世帯全員が市民税非課税 本人が市民税非課税 本人が市民税課税

課税年金
収入額と合
計所得金額
の合計額が
120万円以下

課税年金
収入額と合
計所得金額
の合計額が
120万円超

課税年金
収入額と合
計所得金額
の合計額が
80万円以下

課税年金
収入額と合
計所得金額
の合計額が
80万円超

合計所得金
額が120万円
未満

合計所得金
額が190万円
未満

合計所得金
額が290万円
未満

合計所得金
額が290万円
以上

基準額（年額55,200円）
×0.45

24,900円
×0.75

41,400円
×0.75

41,400円
×0.9

49,600円
×1.0

55,200円
×1.2

66,200円
×1.3

71,700円
×1.5

82,800円
×1.7

93,800円

納
め
方
は

　
特
別
徴
収
と

　
普
通
徴
収
の

　
　

２
通
り
に
分
か
れ
ま
す

◆
特
別
徴
収
で
納
め
て
い
た
だ
く
方

年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
保
険
料
の

年
額
を
年
６
回
に
分
け
て
、
受
給

さ
れ
て
い
る
年
金
か
ら
の
天
引
き

（
特
別
徴
収
）
と
な
り
ま
す
。

「
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書

兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」
を
７

月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
保

険
料
額
・
年
金
の
種
類
な
ど
の
記

載
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
普
通
徴
収
で
納
め
て
い
た
だ
く
方

年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
以
外
の
方
は
、
７
月
中
旬
に

「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
兼
領

収
書
」
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
最

寄
り
の
金
融
機
関
な
ど
で
、
各
納

期
限
ま
で
に
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
次
に
該
当
す
る
方
な
ど
は
、
本

来
、
特
別
徴
収
の
場
合
で
も
、

一
時
的
に
納
付
書
で
納
め
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

・
年
度
途
中
で
保
険
料
が
増
額
に

な
っ
た
方
の
増
額
分
。

・
年
度
途
中
で
65
歳
に
な
っ
た

方
。

・
年
度
途
中
で
老
齢
（
退
職
）
年

金
・
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
の

受
給
が
始
ま
っ
た
方
。

・
年
度
途
中
で
他
の
市
町
村
か
ら

転
入
し
た
方
。

・
年
度
途
中
で
保
険
料
が
減
額
に

な
っ
た
方
。

・
年
金
が
一
時
差
し
止
め
に
な
っ

た
方
。

◆
保
険
料
の
減
免
制
度

災
害
な
ど
に
よ
り
著
し
い
損
害

を
受
け
た
場
合
は
、
保
険
料
の
納

付
を
猶
予
し
た
り
、
減
免
し
た
り

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
く
わ
し

く
は
、
高
齢
者
支
援
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
日
常
生
活
に
介
護
や
支

援
が
必
要
と
感
じ
た
ら
、
お
気
軽

に
高
齢
者
支
援
課
（
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
）
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

高
齢
者
支
援
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
２
、Ｆ
⒇
１
６
１
０

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
２
階
）

☎
⒇
１
５
８
３
、Ｆ

　
６
７
８
８
へ
。

（26）
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皆
さ
ん
の
中
に
は
『
プ
ラ
チ
ナ

タ
ウ
ン
』
と
い
う
小
説
を
お
読
み

に
な
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と

思
い
ま
す
。
楡に

れ

周
平
さ
ん
と
い
う

作
家
の
作
品
で
、
テ
レ
ビ
で
も
ド

ラ
マ
化
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

公
共
事
業
で
、
箱
モ
ノ
を
作
り
過

ぎ
た
結
果
、
周
囲
か
ら
合
併
を
断

ら
れ
る
ほ
ど
の
負
債
を
抱
え
、
財

政
再
建
団
体
に
転
落
寸
前
と
な
っ

た
故
郷
の
町
（
ど
こ
か
で
聞
い
た

よ
う
な
？
）
を
、
何
と
か
立
て
直

そ
う
と
、
大
手
総
合
商
社
に
勤
め

て
い
た
主
人
公
が
町
長
に
就
任
す

る
物
語
で
す
。
そ
の
中
で
、
起
死

回
生
の
策
と
し
て
揚
げ
た
の
が
、

「
巨
大
永
住
型
高
齢
者
向
け
施
設
」

の
建
設
で
し
た
。

今
、
地
方
創
生
の
カ
ギ
と
し

て
、
話
題
に
上
っ
て
き
て
い
る
の

が
、
こ
の
Ｃ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
構
想
で
す
。

Continuing Care Retirem
ent 

Com
m

unity

と
は
、「
継
続
的
な

ケ
ア
付
引
退
後
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

の
こ
と
。
高
齢
者
が
自
立
し
て
生

活
で
き
る
う
ち
に
特
定
の
施
設
に

入
居
し
、
介
護
が
必
要
に
な
っ
て

も
、
適
切
な
医
療
を
受
け
な
が
ら

生
活
で
き
る
と
い
う
も
の
で
、
以

前
こ
の
欄
で
書
い
た
コ
ン
パ
ク
ト

シ
テ
ィ
や
、
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
に

も
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

少
し
違
う
の
は
「
ハ
ッ
ピ
ー
リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
」
と
い
う
考
え
方
で

し
ょ
う
か
。
住
居
棟
、
要
介
護
棟
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
、
歩
い
て

５
分
で
行
け
る
総
合
病
院
棟
が
併

設
さ
れ
、
健
康
に
過
ご
せ
る
中
高

年
世
代
が
移
り
住
み
、
新
し
い
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
り
ま
す
。
そ

こ
で
は
、
文
化
芸
術
を
楽
し
ん
だ

り
、
体
育
館
や
プ
ー
ル
で
体
を
動

か
し
た
り
、
高
齢
者
が
余
生
を
楽

し
む
一
方
、
医
療
と
介
護
施
設
を

併
設
す
る
こ
と
で
、
安
心
し
た
老

後
を
保
証
さ
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

先
日
、
長
柄
町
と
リ
ゾ
ー
ト
ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
、
千
葉
大
学
が
連

携
し
、「
リ
ソ
ル
生
命
の
森
」
に

お
い
て
、
Ｃ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
構
想
を
立
ち

上
げ
ま
し
た
。
今
、
日
本
の
あ
ち

こ
ち
に
こ
の
よ
う
な
施
設
は
作
ら

れ
始
め
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

入
居
す
る
に
は
高
額
の
費
用
が
掛

か
り
ま
す
。
こ
の
構
想
は
、
幸
せ

な
生
活
の
た
め
な
ら
、
お
金
を
出

し
て
も
Ｏ
Ｋ
と
い
う
高
所
得
高
齢

者
の
貯
蓄
し
た
個
人
資
産
に
か

か
っ
て
い
ま
す
。　

そ
れ
で
は
低
所
得
高
齢
者
は
ど

う
す
る
の
か
？
小
説
の
中
の
町
長

は
、「
町
の
財
政
が
よ
く
な
れ
ば
、

低
所
得
者
も
入
れ
る
特
養
や
老
健

も
充
実
で
き
る
」
と
答
え
ま
し
た
。

人
そ
れ
ぞ
れ
幸
せ
の
と
ら
え
方
は

違
う
の
で
、
果
た
し
て
そ
う
い
う

施
設
に
入
る
こ
と
が
幸
せ
な
老
後

な
の
か
と
聞
か
れ
た
ら
、
な
ん
と

も
答
え
よ
う
が
な
い
の
で
す
が
、

少
な
く
と
も
医
療
や
介
護
の
面
で

安
心
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
良

い
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

高
齢
化
の
進
む
中
で
、
私
も
常

に
こ
の
茂
原
市
を
高
齢
者
に
と
っ

て
も
住
み
や
す
い
町
に
す
る
に
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
考
え
て
き

ま
し
た
。
よ
り
良
い
医
療
や
介
護

の
提
供
、
ま
た
充
実
し
た
文
化
や

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
建
設
に
は
、
や

は
り
財
政
再
建
が
不
可
欠
で
す

が
、
そ
れ
と
同
時
進
行
で
、
良
い

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
け
る

よ
う
検
討
し
て
い
き
た
い
と
あ
ら

た
め
て
考
え
て
い
ま
す
。

プ
ラ
チ
ナ
タ
ウ
ン
構
想

No.80

熱
中
症
を

    
予
防
し
ま
し
ょ
う

～
５
つ
の
声
か
け
を
実
践
し
て
、 

夏
を
涼
し
く
乗
り
切
ろ
う
！
～

熱
中
症
予
防
に
は
、
気
温
が
高

い
時
間
帯
の
激
し
い
運
動
や
、
屋

外
で
の
作
業
を
控
え
る
な
ど
の
自

己
防
衛
策
が
大
切
で
す
。

さ
ら
に
、「
ち
ょ
っ
と
、
ひ
と

涼
み
し
ま
せ
ん
か
」
と
声
を
か
け

合
う
ゆ
と
り
と
気
遣
い
を
も
つ
こ

と
が
、
熱
中
症
か
ら
人
の
命
を
救

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
熱
中
症
予
防

　

　
　

５
つ
の
声
か
け

①
温
度
に
気
を
く
ば
ろ
う

今
い
る
と
こ
ろ
の
温
度
、
こ
れ

か
ら
行
く
と
こ
ろ
の
温
度
を
、
温

度
計
や
天
気
予
報
で
知
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

②
飲
み
物
を
持
ち
歩
こ
う

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
水
分
補
給

で
き
る
よ
う
に
、
飲
み
物
を
持
ち

歩
き
ま
し
ょ
う
。
た
く
さ
ん
汗
を

か
い
た
ら
塩
分
も
補
給
し
ま
し
ょ

う
。③

休
息
を
と
ろ
う

寝
苦
し
い
夜
は
、
空
気
の
通
り

を
よ
く
し
た
り
、
通
気
性
の
良
い

寝
具
を
使
う
な
ど
し
て
ぐ
っ
す
り

眠
れ
る
工
夫
を
し
ま
し
ょ
う
。

④
栄
養
を
と
ろ
う

バ
ラ
ン
ス
よ
く
食
べ
る
こ
と
、
朝

ご
は
ん
を
し
っ
か
り
食
べ
る
こ
と

も
大
切
で
す
。

⑤
声
を
か
け
合
お
う

家
族
や
ご
近
所
同
士
で
、「
水
分

と
っ
て
る
？
」、「
少
し
休
ん
だ
ほ

う
が
良
い
よ
」
等
、
声
を
か
け
合

い
ま
し
ょ
う
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

健
康
管
理
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
４
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

熱中症予防声かけプロジェクト
の公式キャラクター

「シロクマの涼太郎」
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　「STOP！電話de詐欺」。このフレーズは、千葉
県における振り込め詐欺の広報用名称で、一度は
耳にしたことがあるかと思います。この被害の実
情を広く地域住民の皆さんに知っていただくととも
に、地域の安全と安心を確保するために結成され
たコンビがミルキーウェイ（天の川）です。名前の
由来は、茂原が七夕のまちであることから付けら
れたそうです。ミルキーウェイは、通常勤務をし
ながら交通防犯キャンペーンの際などに、茂原警
察署安全安心推進広報担当官として活動。メン
バーは、交番勤務している地域課と生活安全課
の若手職員7人がそれぞれペアを組んで順番で講
演に向かいます。
　「大きな会場で講演した時は、さすがに緊張し
ました」と本音を語ってくれたのは樋口巡査。「コ
ントを披露し顔を覚えてもらえれば、それだけで
も周知に繋がる。観客が笑ってくれるし、被害が

減っているのが分かるのでやりがいがある」とメ
ンバー自身も楽しみながらコントを披露しているよ
うです。実際この活動が実り、茂原警察署管内の
平成28年中（5／31現在）の「電話de詐欺」発生
件数は6件、被害総額8,532,900円と昨年の同時
期より5件、11,426,494円減っています。
　最後に関場巡査は、「みなさんの心に響くような
コントを披露し、電話de詐欺を無くせれば」と目
標を語ってくれました。ミルキーウェイは、コント
の腕をさらに上げて皆さんの前に現れます。地域
住民の安全安心のために自分とも戦い続ける、笑
顔が素敵なメンバーです。

▶迫真の演技をみせる犯
　人役の関場巡査（左）と　
　被害者役の樋口巡査（右）

いきいき
仲 間 たち

茂原警察署安全安心推進広報担当官
ミルキーウェイ

この笑顔に
ピンときたら・・・

防災・防犯に関する情報を携帯電話にメールで配信

もばら安全安心メールを
　　　　　　ご利用ください

◆パソコンやスマートフォンからは、
　「茂原市公式ウェブサイト」→「もばら安全安心メール」
◆スマートフォン以外の携帯電話からは、
　右の二次元コード

登 録

※高齢者等を対象に、防災情報を自宅の電話・ファックスに配信するサービスも行っています。
　お問い合わせは、総務課☎（20）１５１９、Ｆ（20）１６０２

フリーアクセス　　しみんは　　１ １ ９

●携帯電話、
　 P H S からは

災害情報確認

【利用例】
●NHK総合テレビのデータ放送⇨
　「dボタン」⇨「地域の防災・災害情報」
　⇨「避難情報」で確認。

●Yahoo!Japan⇨「天気」⇨「避難情報」
　⇨「都道府県を選択」⇨「千葉県」で確認。

《内科系》 《外科系》

７月３日㊐ 茂 原 中 央 病 院
☎24ー1191

宍 倉 病 院
☎24ー2171

７月10日㊐ 豊栄元氣クリニック
☎40ー4884

宍 倉 病 院
☎24ー2171

※都合により、変更する場合があります。救急患者の方が優先となります。

中央消防署指揮情報係☎ Ｆ へお問い合わせください。

こ ど も 急 病 電 話 相 談　　実施：千葉県
お子さんの急な病気で心配なとき、看護師・小児科医が電話でアドバイスします。

（プッシュ回線・携帯電話）

●防災行政無線が
　再確認できます ０１２０（４３８）１１９

☎０４７５（２２）７２９０

19時〜翌6時


